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１ 立地適正化計画とは

立地適正化計画のイメージ 立地適正化計画区域＝都市計画区域

市街化区域等

居住誘導区域
人口減少下にあっても一定のエリアにおいて人口密度
を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持
続的に確保されるよう居住を誘導する区域

都市機能誘導区域・誘導施設
・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘
導し集約することにより、これらのサービスの効率
的な提供を図る区域
・都市機能誘導区域に誘導する施設

病院

駅

商業

地域内交通等
（デマンド型交通、
コミュニティ交通など） 鉄道等

路線バス等

未設定

設定済

国土交通省資料 一部引用
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２ これまでの経緯

市議会議員や都市再生推進協議会の委員からの慎重意見を尊重

平成３０年７月豪雨による水害発生

・平成３１年３月「光市立地適正化計画」作成（居住誘導区域未設定）

・その後、令和２年度を目途に「居住誘導区域」設定予定だったが…

現計画への「居住誘導区域」設定見送り



■居住誘導区域の検討経過

①農林漁業との健全な調和

②将来推計人口の人口密度

③都市機能の利便性
（医療・福祉・商業の徒歩利用圏）

④公共交通の利用圏
(鉄道駅800ｍ、バス停300ｍ以内）

⑤ハザードエリアの指定状況
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２ これまでの経緯

居住誘導区域に
含めないエリア
（法令等）

都市機能誘導区域

市街化区域・用途地域

居住誘導区域に
含めない目安エリア
（ハザード）

光駅周辺
～島田市

市役所周辺

岩田駅周辺

室積CC周辺

島田駅周辺

農業振興地域
(≒非線引き用途
白地地域)

法令
・市街化調整区域
・自然公園特別地域
・保安林
・農振農用地 など

対象外とする地域

この５つの地域を中心に
「居住誘導区域」を検討
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３ 改定に至った理由

令和２年５月 「島田川水系河川整備計画」見直し
河道内の掘削や浚渫、護岸整備を
計画的に進める

山口県

令和４年３月 「光市国土強靭化地域計画」策定
防災等に係る施策の今後の方向性

光市

・平成３０年７月豪雨から約５年経過

令和５・６年度の２箇年かけて現計画の改定に取り組む
・「居住誘導区域」の設定
・「防災指針」の設定 ※誘導区域内における災害リスクへの対応方針

環境の変化や防災対策の進捗などを踏まえ
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４ 計画改定の内容
計画期間：令和元年度から令和２２年度まで

現計画の構成 主な改定事項等

序 章 立地適正化計画（立地適正化計画の概要・計画作成の目的） ―

第１章 計画の概要（計画の位置付け・計画の区域及び目標年次） ―

第２章 都市の現状と都市構造上の課題 都市の現状等の最新基礎情報を反映

第３章 都市づくりの基本的な方向性
（基本的な方向性・目指す都市の骨格構造）

―

第４章 住宅及び都市機能増進施設の立地の誘導
（都市機能の誘導の考え方・都市機能誘導区域及び誘導施設）

居住誘導区域（都市の居住者の居住を誘導すべき区域）の設定
※必要に応じて都市機能誘導区域等の見直し

第５章 誘導施策 （基本的な考え方・誘導施策等）
居住を誘導するための施策の設定
既存ストック（空き家､低未利用地等）の活用方針等の設定

― 防災指針（居住誘導区域や都市機能誘導区域内の防災対策に関する指針）の
設定（新章追加）

第６章 計画の推進に向けて（評価指標及び目標値・進行管理） 評価指標及び目標値（例：居住誘導区域内の人口密度など）の設定
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５ 計画改定の検討にあたっての主な視点等

（１）一定の人口密度の確保を前提とした「居住誘導区域」の設定

将来にわたり都市機能の確保、生活利便性を維持するため…

将来推計人口を踏まえ

一定の人口密度が確保できる
範囲に設定することが基本

人口分布予測 令和１７年
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５ 計画改定の検討にあたっての主な視点等

（２）居住誘導にあたっての災害ハザードエリアの適切な取扱い

種別

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険区域

島田川洪水浸水想定区域
（浸水深3.0ｍ未満）

島田川洪水浸水想定区域
（浸水深3.0ｍ以上）

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食）

高潮浸水想定区域
（法定外）

津波災害警戒区域

砂防指定地

危険ため池
（法定外）

市街化区域・用途地域の約６割が
災害ハザードエリア

ハザードがないエリアのみを
対象に設定するのは困難

防災指針（誘導区域の防災対策の方向性）

「光市地域防災計画」や「光市
国土強靭化地域計画」を踏まえ、
ソフト・ハード両面から検討
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５ 計画改定の検討にあたっての主な視点等

（３）「拠点」を中心とした「居住誘導区域」の設定

都市拠点 ・光駅周辺～島田市
・市役所周辺 小周防

束荷

島田駅
周辺 岩田駅

周辺

室積CC
周辺

光駅周辺
～島田市

市役所
周辺

都市の骨格構造

地域拠点 ・岩田駅周辺

生活拠点 ・室積CC周辺
・島田駅周辺

中山間生活拠点
・小周防、束荷

「居住誘導区域」の
設定に向けた検討



（４）都市づくりにあたっての財源の確保
各種誘導施策は、事業財源の確保の視点を持って検討

（５）他分野と連携した施策形成の検討
公共交通施策のほか、移住・定住施策、商業施策、住宅施策、医療・福祉
施策、農業施策など多様な分野との連携が不可欠
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５ 計画改定の検討にあたっての主な視点等

庁内部局との横断的な施策形成
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６ 検討体制等
庁 内 検 討 体 系 外 部 検 討 体 系

都市政策課

コンサルタント

関
係
各
課

集約都市形成検討委員会
計画に関する各分野の
横断的な検討、調整
(構成) 一部の課長級職員

政策調整会議
計画の審議決定、
部局間の総合調整
(構成) 市長、副市長、

部長級職員等

アドバイザー
学識経験者からの技術的な助言等

光市都市再生推進協議会
計画に関する協議

(委員) 学識経験者、民間事業者等

＋「都市拠点」・「地域拠点」・「生活
拠点」として位置付けている地域コミュ
ニティ（６地域）の代表者等

光市都市計画審議会
計画に関する議論・意見

(委員概要)
学識経験者、市議会議員、
関係行政機関若しくは県の職員、市民

市 民 等

市 議 会

個別協議
分野間連携

委
託

支
援

附議
等

意見
等

相談等→
←助言等

附議・報告→
←意見・提言等

附議→
←意見

パブリックコメント→
←意見・提言

説明→
←意見等
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７ スケジュール

【会議の主な内容】（上記のa～e）
a：光市立地適正化計画（現計画）及び今後の取組方針について 【今回】
b：防災指針（案）について
c：居住誘導区域（案）について
d：中間案について
e：最終案の説明

委託契約 パブリックコメント 改定

● ● 

４～６月 １～３月１０～１２月７～９月４～６月１～３月１０～１２月７～９月

a b c d e

令和５年度 令和６年度

都市再生推進協議会

改定業務
基礎資料の収集整理
最新情報の反映 防災指針の検討

居住誘導区域に関する検討等 最終案の作成ほか 成果品
とりまとめ

都市機能誘
導区域等の
見直し


